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第 1 号議案

平成30年度仙台市一般会計補正予算（第 4号）

平成30年度仙台市の一般会計補正予算（第 4号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ14,595,115千円を減額し，歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ538,164,126千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の	

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 2条　繰越明許費の補正は，「第 2表　繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3条　債務負担行為の補正は，「第 3表　債務負担行為補正」による。

（市債の補正）

第 4条　市債の補正は，「第 4表　市債補正」による。
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第 2表

繰　　越　　明　　許　　費　　補　　正

款 項 事　業　名
金　　額

補正前の額 補 正 額 計

2 総 務 費 2 企 画 費 定禅寺通活性化推進 千円
　

千円
20,110

千円
20,110

2 総 務 費 2 企 画 費 防災対応型再生可能エネルギー	
導入 32,412 32,412

3 市 民 費 1 市 民 費 六郷東部地区現地再建まちづくり 11,386 11,386

3 市 民 費 1 市 民 費 区役所庁舎管理 113,621 113,621

3 市 民 費 1 市 民 費 コミュニティ・センター運営管理 79,723 79,723

3 市 民 費 1 市 民 費 コミュニティ施設等整備 150,088 150,088

4 健康福祉費 2 障害保健福祉費 心身障害者医療費助成 28,490 28,490

4 健康福祉費 3 高齢保健福祉費 特別養護老人ホーム建設費助成 146,160 146,160

4 健康福祉費 3 高齢保健福祉費 小規模多機能型居宅介護事業所
建設費助成 40,294 40,294

4 健康福祉費 3 高齢保健福祉費 将監地域複合施設建設設計 1,134 1,134

4 健康福祉費 4 児童保健福祉費 小児慢性特定疾病対策 3,283 3,283

4 健康福祉費 4 児童保健福祉費 市立保育所大規模修繕 139,700 139,700

4 健康福祉費 4 児童保健福祉費 児童館建設 100,816 100,816

4 健康福祉費 4 児童保健福祉費 将監地域複合施設建設設計 2,721 2,721

4 健康福祉費 7 保 健 衛 生 費 予防接種 212,020 212,020

4 健康福祉費 7 保 健 衛 生 費 感染症対策 413,109 413,109

6 経 済 費 1 商 工 費 低所得者・子育て世帯向けプレ
ミアム付商品券発行 69,786 69,786

6 経 済 費 1 商 工 費 受入環境整備 2,809 2,809

6 経 済 費 1 商 工 費 観光施設整備 5,540 5,540

6 経 済 費 2 農 林 費 森林管理 11,200 11,200

6 経 済 費 2 農 林 費 林業基盤整備 57,600 57,600

6 経 済 費 2 農 林 費 農業用施設長寿命化 52,500 52,500
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款 項 事　業　名
金　　額

補正前の額 補 正 額 計

7 土 木 費 1 土 木 管 理 費 郊外部土地利用調整 1,968 1,968

7 土 木 費 1 土 木 管 理 費 開発指導 2,635 2,635

7 土 木 費 1 土 木 管 理 費 急傾斜地崩壊対策事業費負担金 16,383 16,383

7 土 木 費 1 土 木 管 理 費 被災宅地防災集団移転跡地整備 60,000 60,000

7 土 木 費 2 都 市 計 画 費 津波被災地域住宅再建支援 8,360 8,360

7 土 木 費 2 都 市 計 画 費 東部地域移転跡地利活用推進 530,227 530,227

7 土 木 費 3 住 宅 費 市営住宅管理 15,257 15,257

7 土 木 費 3 住 宅 費 市営住宅建設 363,671 363,671

7 土 木 費 4 道路橋りょう費 道路維持 377,665 377,665

7 土 木 費 4 道路橋りょう費 道路新設改良 6,391,698 6,391,698

7 土 木 費 4 道路橋りょう費 自転車等駐車場整備 36,430 36,430

7 土 木 費 4 道路橋りょう費 橋りょう維持 644,578 644,578

7 土 木 費 4 道路橋りょう費 橋りょう整備 291,904 291,904

7 土 木 費 4 道路橋りょう費 市街灯管理・維持補修 28,000 28,000

7 土 木 費 4 道路橋りょう費 都市計画街路整備 881,525 881,525

7 土 木 費 5 緑 政 費 公園管理 13,203 13,203

7 土 木 費 5 緑 政 費 公園整備 738,169 738,169

7 土 木 費 5 緑 政 費 動物園施設整備 29,592 29,592

7 土 木 費 6 河 川 費 河川改修 91,300 91,300

7 土 木 費 7 下 水 道 費 下水道事業建設改良費負担金 747,808 747,808

8 消 防 費 1 消 防 費 消防団施設等整備 6,000 6,000

8 消 防 費 1 消 防 費 消防水利整備 25,900 25,900
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款 項 事　業　名
金　　額

補正前の額 補 正 額 計

8 消 防 費 1 消 防 費 消防署所整備 21,568 21,568

8 消 防 費 1 消 防 費 地域防災計画の見直し等 830 830

9 教 育 費 6 学 校 建 設 費 学校建設 1,199,687 1,199,687

9 教 育 費 6 学 校 建 設 費 学校大規模改造 27,524 27,524

9 教 育 費 8 市民センター費 市民センター建設 47,327 47,327

9 教 育 費 8 市民センター費 将監地域複合施設建設設計 10,964 10,964

11 災害復旧費 1 災 害 復 旧 費 土木施設災害復旧 140,100 140,100

12 諸 支 出 金 1 公 営 企 業 費 水道事業災害復旧出資 115,758 115,758

9



第 3表

債　務　負　担　行　為　補　正

事　　　　　　　項 期　　間
限　　　　　度　　　　　額

補正前の額 補　正　額 計

財 務 会 計 シ ス テ ム 運 用 事 業 平 成 31 年 度
千円

46,900 
千円

14,500
千円

61,400
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第 4表

市　　　債　　　補　　　正

起債の目的
限　　　　　度　　　　　額

起債の方法 利　　　率 償 還 の 方 法
補正前の額 補　正　額 計

市庁舎等整備費

千円

112,000 

千円

△ 47,500

千円

64,500

普通貸借又は
証券発行（他
の地方公共団
体との共同発	
行を含む。）に	
よる。証券発	
行の場合の発	
行価格は，額
面100円につ
き98円以上と
する。

％
9.0以内

（ただし，利率見直
し方式で借り入れる
公的資金について，
利率の見直しを行っ
た後においては，当
該見直し後の利率）

起債年度から据置期	
間を含め30年以内	
に元利均等その他の	
方法により償還す	
る。ただし，融通条	
件又は財政の都合に	
より，償還年限を短	
縮し，又は借り換え	
ることができる。

防災対応型再生可能	
エネルギー導入費 10,700 10,700 同　　　上 同　　　上 同　　　上

区庁舎改修費 463,100 △ 85,500 377,600 同　　　上 同　　　上 同　　　上

地域施設建設費 1,587,100 △ 91,400 1,495,700 同　　　上 同　　　上 同　　　上

スポーツ施設
整 備 費 915,100 △ 95,000 820,100 同　　　上 同　　　上 同　　　上

障害福祉施設
建 設 費 304,500 △ 49,400 255,100 同　　　上 同　　　上 同　　　上

高齢福祉施設
建 設 費 1,092,400 △ 52,800 1,039,600 同　　　上 同　　　上 同　　　上

児童福祉施設
建 設 費 634,400 △ 66,800 567,600 同　　　上 同　　　上 同　　　上

環境施設整備費 2,297,000 △ 172,600 2,124,400 同　　　上 同　　　上 同　　　上

林 道 整 備 費 69,000 △ 25,000 44,000 同　　　上 同　　　上 同　　　上

農 業 用 施 設
整 備 費 352,700 △ 150,700 202,000 同　　　上 同　　　上 同　　　上

住 宅 建 設 費 1,136,200 184,600 1,320,800 同　　　上 同　　　上 同　　　上

道 路 整 備 費 9,291,600 △ 933,900 8,357,700 同　　　上 同　　　上 同　　　上

都市計画街路
事 業 費 2,415,200 △ 603,900 1,811,300 同　　　上 同　　　上 同　　　上

公 園 整 備 費 860,800 △ 169,500 691,300 同　　　上 同　　　上 同　　　上

河 川 改 修 費 145,100 △ 10,900 134,200 同　　　上 同　　　上 同　　　上

消防施設整備費 3,131,100 △ 88,800 3,042,300 同　　　上 同　　　上 同　　　上

学 校 建 設 費 15,697,200 △ 366,700 15,330,500 同　　　上 同　　　上 同　　　上

せんだいメディアテーク	
整 備 費 5,400 400 5,800 同　　　上 同　　　上 同　　　上
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起債の目的
限　　　　　度　　　　　額

起債の方法 利　　　率 償 還 の 方 法
補正前の額 補　正　額 計

文 化 財 保 存
事 業 費 137,000 △ 13,900 123,100

普通貸借又は
証券発行（他
の地方公共団
体との共同発	
行を含む。）に	
よる。証券発	
行の場合の発	
行価格は，額
面100円につ
き98円以上と
する。

9.0以内
（ただし，利率見直
し方式で借り入れる
公的資金について，
利率の見直しを行っ
た後においては，当
該見直し後の利率）

起債年度から据置期	
間を含め30年以内	
に元利均等その他の	
方法により償還す	
る。ただし，融通条	
件又は財政の都合に	
より，償還年限を短	
縮し，又は借り換え	
ることができる。

市民センター
建 設 費 888,700 △ 22,800 865,900 同　　　上 同　　　上 同　　　上

土木施設災害
復 旧 費 704,500 △ 84,500 620,000 同　　　上 同　　　上 同　　　上

水 道 事 業
出 資 金 396,900 △ 150,000 246,900 同　　　上 同　　　上 同　　　上

臨時財政対策 21,914,000 2,745,000 24,659,000 同　　　上 同　　　上 同　　　上

合 計 66,843,200 △ 340,900 66,502,300
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第 2 号議案

平成30年度仙台市都市改造事業特別会計
補正予算（第 1号）

平成30年度仙台市の都市改造事業特別会計補正予算（第 1号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ431,590千円を減額し，歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ5,928,269千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の	

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第 2条　地方自治法第213条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経	

費は，「第 2表　繰越明許費」による。
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第 2表

繰　　越　　明　　許　　費

款 項 事　　　業　　　名 金　　額

1 都市改造事業費 2 蒲 生 北 部
地 区 事 業 費 蒲生北部地区土地区画整理

千円
1,877,634
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第 3 号議案

平成30年度仙台市国民健康保険事業特別会計
補正予算（第 1号）

平成30年度仙台市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1号）は，次に定めるところに	

よる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,373,153千円を追加し，歳入歳出予算の総額	

を歳入歳出それぞれ94,953,018千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の	

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。
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第 4 号議案

平成30年度仙台市公債管理特別会計
補正予算（第 1号）

平成30年度仙台市の公債管理特別会計補正予算（第 1号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ200,000千円を減額し，歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ111,575,440千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の	

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。
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第 5 号議案

平成30年度仙台市新墓園事業特別会計
補正予算（第 1号）

平成30年度仙台市の新墓園事業特別会計補正予算（第 1号）は，次に定めるところによる。

（繰越明許費）

第 1条　地方自治法第213条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経	

費は，「第 1表　繰越明許費」による。
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第 1表

繰　　越　　明　　許　　費

款 項 事　　　業　　　名 金　　額

1 墓 園 事 業 費 1 墓 園 事 業 費 いずみ墓園整備
千円

136,933

22



第 6 号議案

平成30年度仙台市介護保険事業特別会計
補正予算（第 1号）

平成30年度仙台市の介護保険事業特別会計補正予算（第 1号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,431,364千円を追加し，歳入歳出予算の総額	

を歳入歳出それぞれ76,261,121千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の	

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。
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第 7 号議案

平成30年度仙台市下水道事業会計補正予算（第 1号）

（総　則）

第 1条　平成30年度仙台市下水道事業会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2条　平成30年度仙台市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2条に定めた業務の

予定量を，次のとおり補正する。

	 （項　　目）	 （既決予定量）	 （補正予定量）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（4）　主 要 な 建 設 改 良 事 業

　　　　 管 き ょ 建 設 費 	 9,973,087千円	 △	 268,492千円	 9,704,595千円

　　　　 ポ ン プ 場 建 設 費 	 4,092,836千円	 △	 407,948千円	 3,684,888千円

　　　　 処 理 場 建 設 費 	 3,541,574千円	 	 628,775千円	 4,170,349千円

（収益的収入及び支出）

第 3条　予算第 3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 1款　下 水 道 事 業 収 益 	 40,017,611千円	 △	2,029,000千円	 37,988,611千円

　　第 1項　営 　 業 　 収 　 益 	 24,839,868千円	 △	 60,000千円	 24,779,868千円

　　第 2項　営　業　外　収　益	 11,894,795千円	 △	 109,000千円	 11,785,795千円

　　第 3項　特 　 別 　 利 　 益 	 3,282,948千円	 △	1,860,000千円	 1,422,948千円

支　　　　　出
　第 1款　下 水 道 事 業 費 用 	 39,338,645千円	 △	3,054,750千円	 36,283,895千円

　　第 1項　営 　 業 　 費 　 用 	 30,526,713千円	 △	 461,000千円	 30,065,713千円

　　第 2項　営　業　外　費　用	 4,177,578千円	 △	 153,750千円	 4,023,828千円

　　第 3項　特 　 別 　 損 　 失 	 4,584,354千円	 △	2,440,000千円	 2,144,354千円

（資本的収入及び支出）

第 4条　予算第４条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額12,728,653千円	

は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額297,534千円，過年度分損益勘定留保

資金7,361,318千円，当年度分損益勘定留保資金2,669,290千円及び減債積立金2,400,511千円で	
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補てんするものとする。）に改め，資本的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 1款　資　本　的　収　入	 25,074,370千円	 △	 73,291千円	 25,001,079千円

　　第 1項　企　　　業　　　債	 17,393,800千円	 	 277,400千円	 17,671,200千円

　　第 2項　国　庫　支　出　金	 5,395,562千円	 	 28,046千円	 5,423,608千円

　　第 4項　他 会 計 負 担 金 	 1,046,984千円	 	 23,243千円	 1,070,227千円

　　第 5項　他 会 計 出 資 金 	 766,466千円	 	 4,666千円	 771,132千円

　　第 7項　その他資本的収入	 463,062千円	 △	 406,646千円	 56,416千円

支　　　　　出
　第 1款　資　本　的　支　出	 37,976,419千円	 △	 246,687千円	 37,729,732千円

　　第 1項　建　設　改　良　費	 18,986,286千円	 △	 113,287千円	 18,872,999千円

　　第 2項　企 業 債 償 還 金 	 18,949,133千円	 △	 133,400千円	 18,815,733千円

（債務負担行為）

第 5条　予算第 5条に定めた債務負担行為をすることができる事項及び限度額を，次のとおり補

正する。

事　　　　項 期　　　間
限　　　　　度　　　　　額

既決予定額 補正予定額 計

（3）	下 水 道
	 建 設 事 業 平成31年度から平成33年度まで

千円
8,159,000

千円
182,000

千円
8,341,000

（企業債）

第 6条　予算第 6条に定めた企業債の限度額を，次のとおり補正する。

	 （起債の目的）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）

　（1）　公 共 下 水 道 事 業 	 10,515,300千円	 	 277,400千円	 10,792,700千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 7条　予算第 9条に定めた経費の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（1）　職 　 員 　 給 　 与 　 費 	 2,292,088千円	 △	 115,000千円	 2,177,088千円

（他会計からの補助金）

第 8条　予算第10条中「9,924,199千円」を「9,264,261千円」に改める。
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第 8 号議案

平成30年度仙台市自動車運送事業会計補正予算（第 2号）

（総　則）

第 1条　平成30年度仙台市自動車運送事業会計の補正予算（第 2号）は，次に定めるところに

よる。

（収益的収入及び支出）

第 2条　平成30年度仙台市自動車運送事業会計予算（以下「予算」という。）第 3条に定めた収

益的支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

支　　　　　出
　第 1款　自動車運送事業費用	 11,282,359千円	 △	 372,044千円	 10,910,315千円

　　第 1項　営 　 業 　 費 　 用 	 11,134,564千円	 △	 372,044千円	 10,762,520千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 3条　予算第 9条に定めた経費の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（1）　職 　 員 　 給 　 与 　 費 	 3,959,304千円	 △	 248,844千円	 3,710,460千円
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第 9 号議案

平成30年度仙台市高速鉄道事業会計補正予算（第 1号）

（総　則）

第 1条　平成30年度仙台市高速鉄道事業会計の補正予算（第 1号）は，次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2条　平成30年度仙台市高速鉄道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3条に定めた収益

的支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 （△減）

支　　　　　出
　第 1款　高速鉄道事業費用 	 27,288,583千円	 △	 343,400千円	 26,945,183千円

　　第 1項　営 　 業 　 費 　 用 	 24,828,207千円	 △	 286,400千円	 24,541,807千円

　　第 2項　営　業　外　費　用	 2,410,366千円	 △	 57,000千円	 2,353,366千円

（資本的収入及び支出）

第 3条　予算第 4条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6,673,300千円

は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額等6,673,300千円で補てんするものとす

る。）に改め，資本的支出第 1款中第 5項を 1項繰り下げ，第 4項の次に第 5項他会計長期借

入金償還金を加え，資本的支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）

支　　　　　出
　第 1款　高速鉄道事業資本的支出	 10,424,398千円	 	 100,000千円	 10,524,398千円

　　第 5項　他会計長期借入金償還金	 0千円	 	 100,000千円	 100,000千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 4条　予算第 9条に定めた経費の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（1）　職 　 員 　 給 　 与 　 費 	 4,006,816千円	 △	 121,600千円	 3,885,216千円
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第 10 号議案

平成30年度仙台市水道事業会計補正予算（第 1号）

（総　則）

第 1条　平成30年度仙台市水道事業会計の補正予算（第 1号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2条　平成30年度仙台市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2条に定めた業務の予

定量を，次のとおり補正する。

	 （項　　目）	 （既決予定量）	 （補正予定量）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（1）　使　用　給　水　栓　数	 453,000栓	 	 6,000栓	 459,000栓

　（4）　主 要 な 建 設 改 良 事 業

　　イ　配 水 管 整 備 事 業	 6,029,990千円	 △	 180,000千円	 5,849,990千円

　　ロ　施　設　整　備　事　業	 4,810,780千円	 △	 332,000千円	 4,478,780千円

（収益的収入及び支出）

第 3条　予算第 3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 1款　水 道 事 業 収 益	 29,631,066千円	 	 313,650千円	 29,944,716千円

　　第 1項　営 　 業 　 収 　 益 	 26,763,146千円	 	 20,000千円	 26,783,146千円

　　第 2項　営　業　外　収　益	 2,865,302千円	 	 292,375千円	 3,157,677千円

　　第 3項　特 　 別 　 利 　 益 	 2,618千円	 	 1,275千円	 3,893千円

支　　　　　出
　第 1款　水 道 事 業 費 用	 27,881,310千円	 △	 599,246千円	 27,282,064千円

　　第 1項　営 　 業 　 費 　 用	 26,576,316千円	 △	1,170,000千円	 25,406,316千円

　　第 2項　営　業　外　費　用	 1,226,994千円	 	 415,000千円	 1,641,994千円

　　第 3項　特 　 別 　 損 　 失 	 48,000千円	 	 155,754千円	 203,754千円
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（資本的収入及び支出）

第 4条　予算第 4条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額9,741,748千

円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額708,406千円及び損益勘定留保資金等

9,033,342千円で補てんするものとする。）に改め，資本的収入及び支出の予定額を，次のとお

り補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 1款　水道事業資本的収入	 7,130,460千円	 △	 593,847千円	 6,536,613千円

　　第 1項　企　　　業　　　債	 5,000,000千円	 △	 500,000千円	 4,500,000千円

　　第 2項　固定資産売却代金	 1千円	 	 3,153千円	 3,154千円

　　第 3項　出　　　資　　　金	 772,708千円	 △	 137,000千円	 635,708千円

　　第 5項　開　発　負　担　金	 238,036千円	 	 50,000千円	 288,036千円

　　第 6項　負　　　担　　　金	 99,619千円	 △	 10,000千円	 89,619千円

支　　　　　出
　第 1款　水道事業資本的支出	 17,400,361千円	 △	1,122,000千円	 16,278,361千円

　　第 1項　建　設　改　良　費	 11,370,329千円	 △	 818,000千円	 10,552,329千円

　　第 2項　企 業 債 償 還 金	 6,030,032千円	 △	 304,000千円	 5,726,032千円

（企業債）

第 5条　予算第 6条に定めた限度額を，次のとおり補正する。

	 （起債の目的）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（2）　施　設　整　備　事　業	 1,600,000千円	 △	 500,000千円	 1,100,000千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 6条　予算第 9条に定めた経費の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（1）　職 　 員 　 給 　 与 　 費 	 4,174,236千円	 △	 250,000千円	 3,924,236千円
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（他会計からの補助金）

第 7条　予算第10条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を，次のとおり補正する。

	 （項　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（5）　災害復旧事業に対する補助金	 1,025千円	 △	 1,025千円	 0円
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第 11 号議案

平成30年度仙台市ガス事業会計補正予算（第１号）

（総　　則）

第 1条　平成30年度仙台市ガス事業会計の補正予算（第 1号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2条　平成30年度仙台市ガス事業会計予算（以下「予算」という。）第 2条に定めた業務の予

定量を，次のとおり補正する。

	 （項　　目）	 （既決予定量）	 （補正予定量）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（1）　供 　 給 　 戸 　 数	 344,202戸	 	 67戸	 344,269戸

　　イ　一 般 ガ ス 事 業	 342,690戸	 	 69戸	 342,759戸

　　ロ　附　帯　事　業

　　　　　簡易ガス事業	 1,512戸	 △	 2戸	 1,510戸

　（2）　年　間　供　給　量

　　イ　一 般 ガ ス 事 業（45MJ/㎥）	 284,429千㎥	 	 233千㎥	 284,662千㎥

　　ロ　附　帯　事　業

　　　　　簡易ガス事業（100.4652MJ/㎥）	 215千㎥	 △	 8千㎥	 207千㎥

　　　　　液化天然ガス販売事業	 27,436ｔ	 △	 1,546ｔ	 25,890ｔ

　（3）　一 日 平 均 供 給 量

　　イ　一 般 ガ ス 事 業（45MJ/㎥）	 779,258㎥	 	 638㎥	 779,896㎥

　　ロ　附　帯　事　業

　　　　　簡易ガス事業（100.4652MJ/㎥）	 589㎥	 △	 22㎥	 567㎥

　（4）　主要な建設改良事業

　　　　供給設備整備事業	 3,817,305千円	 △	483,000千円	 3,334,305千円
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（収益的収入及び支出）

第 3条　予算第 3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 1款　事　　業　　収　　益	 40,708,610千円 △ 1,335,550千円 39,373,060千円

　　第 1項　製 　 品 　 売 　 上	 35,658,316千円	 △	 1,210,000千円	 34,448,316千円

　　第 2項　営 　 業 　 雑 　 益	 1,707,119千円	 △	 42,000千円	 1,665,119千円

　　第 3項　附 帯 事 業 収 益	 2,488,472千円	 △	 92,000千円	 2,396,472千円

　　第 5項　特 　 別 　 利 　 益	 3,240千円	 	 8,450千円	 11,690千円

支　　　　　出
　第 1款　事　　　業　　　費	 37,042,284千円  81,968千円 37,124,252千円

　　第 1項　営 　 業 　 費 　 用	 31,462,765千円	 	 278,000千円	 31,740,765千円

　　第 3項　附　帯　事　業　費	 2,297,221千円	 △	 96,000千円	 2,201,221千円

　　第 4項　営　業　外　費　用	 1,336,357千円	 △	 115,685千円	 1,220,672千円

　　第 5項　特 　 別 　 損 　 失	 243,960千円	 	 15,653千円	 259,613千円

（資本的収入及び支出）

第 4条　予算第 4条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,710,544千円

は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額236,232千円，過年度分損益勘定留保資

金1,788,388千円及び当年度分損益勘定留保資金2,685,924千円で補てんするものとする。）に改

め，資本的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 1款　資　本　的　収　入	 3,859,819千円 △ 525,145千円 3,334,674千円

　　第 1項　企　　　業　　　債	 3,600,000千円	 △	 400,000千円	 3,200,000千円

　　第 2項　国　庫　補　助　金	 12,540千円	 △	 11,000千円	 1,540千円

　　第 3項　工　事　負　担　金	 247,279千円	 △	 139,000千円	 108,279千円

　　第 4項　固定資産売却代金	 0千円	 	 24,855千円	 24,855千円
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支　　　　　出
　第 1款　資　本　的　支　出	 8,840,468千円 △ 795,250千円 8,045,218千円

　　第 1項　建　設　改　良　費	 3,980,830千円	 △	 483,000千円	 3,497,830千円

　　第 2項　企 業 債 償 還 金 	 4,859,638千円	 △	 312,250千円	 4,547,388千円

（企　業　債）

第 5条　予算第 6条に定めた企業債の限度額を，次のとおり補正する。

	 （起債の目的）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（1）　建 　 設 　 改 　 良 　 費	 3,600,000千円	 △	 400,000千円	 3,200,000千円

（たな卸資産購入限度額）

第 6条　予算第11条中「15,700,000千円」を「16,400,000千円」に改める。
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第 12 号議案

平成30年度仙台市病院事業会計補正予算（第 1号）

（総　則）

第 1条　平成30年度仙台市病院事業会計の補正予算（第 1号）は，次の定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2条　平成30年度仙台市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第 2条に定めた業務の予

定量を，次のとおり補正する。

	 （項　　目）	 （既決予定量）	 （補正予定量）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（2）　予 定 年 間 患 者 数

　　　　　　　　　　　入　　院	 152,900人	 △	 2,100人	 150,800人

　　　　　　　　　　　外　　来	 222,900人	 	 7,100人	 230,000人

　　　　　　　　　　　　 計 　	 375,800人	 	 5,000人	 380,800人

　（3）　予 定 1 日 平 均 患 者 数

　　　　　　　　　　　入　　院	 419人	 △	 6人	 413人

　　　　　　　　　　　外　　来	 900人	 	 29人	 929人

　　　　　　　　　　　　 計 　	 1,319人	 	 23人	 1,342人

（収益的収入及び支出）

第 3条　予算第 3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）

収　　　　　入
　第 1款　病 院 事 業 収 益	 16,392,699千円	 	 240,000千円	 16,632,699千円

　　第 1項　医 　 業 　 収 　 益 	 14,010,165千円	 	 240,000千円	 14,250,165千円

支　　　　　出
　第 1款　病 院 事 業 費 用	 18,053,035千円	 	 398,000千円	 18,451,035千円

　　第 1項　医 　 業 　 費 　 用 	 17,425,452千円	 	 398,000千円	 17,823,452千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 4条　予算第 9条に定めた経費の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）

　（1）　職 　 員 　 給 　 与 　 費 	 9,305,285千円	 	 398,000千円	 9,703,285千円
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